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〜これから海外旅行へ出かける方に知ってほしい〜 

「出入国審査がスピーディーになる自動化ゲート」 

「海外への渡航前にしておきたい、4つの安全対策」 
 

いよいよ海外へ出かける方が多くなるゴールデンウイークです。目前に控えた旅行に向けて、渡航の

準備をしている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、内閣府政府広報室が運営する政府広報

オンラインより「出入国審査がスピーディーになる自動化ゲート」「海外への渡航前にしておきたい、4 つ

の安全対策」の２つについてお伝えします。 

 

出入国審査がスピーディーになる自動化ゲート 

海外出張や海外旅行で出国するとき、帰国したときに必ず通らなければならない「出入国審査」。混み

合う時期や時間帯は、審査カウンターの前に長い行列ができ、出入国審査を通るまでに時間がかかって

しまうことが少なくありません。 

 

こうした審査場の混雑を緩和するため、成田空港や羽田空

港、中部空港、関西空港の出入国審査場に「自動化ゲート」

が導入されているのをご存じでしょうか。 

 

「自動化ゲート」は、パスポートと指紋の照合で本人確認を

行い、自動的に出入国手続きができる「出入国管理システ

ム」です。出国審査前に自動化ゲートの利用登録をしておけ

ば、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの

長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使って、ス

ムーズ＆スピーディーに出入国審査の手続きを行うことがで

きます。 

 

自動化ゲートを利用するためには、出国審査をする前に、登録カウンターで自動化ゲートの利用者登録

をする必要があります。登録はフライト当日でも可能です。登録ができるのは、有効なパスポートを持つ

日本人、また、外国人の方は再入国許可（※1）や、みなし再入国許可制度（※2）の対象となっている方

です。外国人の方で、過去に利用者登録した方でも、みなし再入国許可により出国する方は、改めてみ

なし再入国許可に対応した利用者登録を行う必要があります。 

 

※1 再入国許可…日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び入国する場合に入国・上陸の手続を簡略化する目的

で法務大臣が当該外国人に与える許可 

※2 みなし再入国…出国の日から 1 年以内（特別永住者証明書をお持ちの方については、2 年以内）に再入国する場合
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フライト当日でも利用者登録が可能です！ 

 

本格的な使用の前に、今一度チェックを！ 

 

本格的な使用の前に、今一度チェックを！ 

 



 

 

の再入国手続きを原則不要にする制度 

 

＜自動化ゲートの利用方法について、詳しい解説はこちらから＞ 

URL：   http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201009/5.html 

 

 

海外への渡航前にしておきたい、4つの安全対策！ 

皆さんが海外で事件や事故などのトラブルに遭ったとき、在外公館が相談に応じます。渡航先で万一

トラブルに遭ったときに備え、渡航先にある在外公館の住所・連絡先を控えておきましょう。 

何よりも大事なのは、海外でトラブルに遭わないようにすること、また、万一、トラブルに遭っても対応

できるよう、しっかりと事前に安全対策を行っておくことです。そのためのポイントは次の 4つです。 

 

（1）意識を"海外モード"に 

海外は日本とは言葉も習慣も法律も違います。一般に海外の治安は日本と比較して良いとは言えませ

ん。海外へ行くときは、「自分の身は自分で守る」という意識をしっかり持つことが大切です。 

 

（2）安全に関する最新の情報を入手 

税関や渡航先でのトラブルの多くは、事前に知識を持っ

ていれば避けられます。例えば、犯罪が多発している危

険なエリアや、よくある犯罪手口などを予備知識として持

っていることで、トラブルに遭う可能性を低くすることがで

きます。外務省の海外安全ホームページや報道などで

渡航前に情報収集をしっかり行いましょう。また、渡航先

においても、常に、最新の安全情報を入手するようにし

てください。 

 

（3）海外旅行保険に入る 

海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケ

ガによる緊急移送費用や入院費用の支払い、盗難被害

などにより、多額の損害を被った日本人旅行者は数多くいます。こうしたトラブルに備え、是非とも十分な

補償が受けられる海外旅行保険に加入しましょう。 

 

（4）日程や滞在先などを家族、友人などに知らせておく 

家族や友人が行き先を告げずに海外旅行へ出かけ、そのまま、連絡が取れなくなってしまった場合、

日本にいる家族や友人は不安になります。海外旅行へ出発する前に、旅行日程や滞在先を家族や知人

に知らせておきましょう。また、旅行中も日本の家族との連絡を絶やさないようにしましょう。なお、パスポ

ートのコピーを家族などにも渡しておくと、万一の際、所在・安否確認に役立ちます。 

 

事前の安全対策が重要です 

 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201009/5.html


 

 

＜万が一トラブルに巻き込まれたら…。トラブル解決を支援する在外公館についてはこちら＞ 

URL： http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/1.html 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

政府広報オンラインでは、ソーシャルメディアを活用して、より幅広い情報発信に取り組んでいます。 

さまざまな国の取組のなかから、“毎日の暮らしに役立つ情報”や“重要な施策の広報キャンペーン”

などを日々ご紹介。ぜひ、こちらもご覧下さい。 

▼『政府広報オンライン』ソーシャルメディア公式アカウント 

Facebook ： http://www.facebook.com/gov.online 

Twitter   ： https://twitter.com/gov_online 

国の行政情報に関するポータルサイト「政府広報オンライン」では、政府の「施策・制度」「取組」の中

から、暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報を、イラストや動画を使って分かりやすい

記事でご紹介しています。このたびお届けする「お役立ち News Letter」では、毎号そのうちの一部をピ

ックアップして、みなさまにお伝えしていきます。 

▼『政府広報オンライン』トップページ 

http://www.gov-online.go.jp/index.html 

本件に関するお問合せ 

内閣府政府広報室 03-3581-7026（直通） 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/1.html

